
スマートフォン決済アプリを利用した市税等の納付について 

【目的】 

鳥取市では、キャッシュレス時代の流れに即した納付方法の導入による、市税等の納付利便性向

上を図るため、令和２年４月１日からスマートフォンアプリを利用した『スマホ決済』を開始しま

した。 

【導入の効果、方法】 

金融機関やコンビニに出向かなくても、スマートフォンに専用アプリをインストールし、残高チ

ャージした後、納付書に印字されているバーコードをスマホのカメラでスキャン（読み込む）する

ことで、市税等の納付が可能となります。（別紙参照） 

【導入するスマホアプリ決済の種類】 

・PayPay  ・LINE Pay 請求書支払い  ・支払秘書 

【導入時期】    

令和２年４月１日～ 

【対象税（料）目】 

○市・県民税（普通徴収） ○固定資産税・都市計画税 ○軽自動車税 ○国民健康保険料  

○後期高齢者医療保険料 ○介護保険料 ○保育料（幼稚園・保育所）  

○住宅家賃（市営・県営） ○住宅駐車場使用料（市営・県営） ○住宅修繕料 

○下水道使用料（下水道・集落排水施設）  

【広報（周知）について】 

 チラシ（納付通知書に同封）、市報（５月号）、ホームページ、納付書（裏面）等で周知を行って

います。 

【問い合わせ先】 

 鳥取市 総務部 税務・債権管理局 収納推進課 検収係（電話 0857-30-8152） 
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